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腹日時・期間　複場所　覆対象　淵内容　弗持ち物　払定員　沸費用　仏申し込み　物問い合わせ

おしらせＨＯＴコーナー　案内・催しおしらせＨＯＴコーナー　案内・催し

お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

Ｈ
Ｏ
Ｔ

Ｈ
Ｏ
Ｔ
コ
ー
ナ
ー

コ
ー
ナ
ー

市役所の電話
996-2111

FAX
995-7367

０１２０‒８４０‒２２５
防災行政無線で放送した
内容が聞き取れなかった
場合、再度聞き直せます
（定時放送を除く）。通話
料は無料です。

防災行政無線
テレホンサービス

案
内
案
内

会
議
の
開
催

●
八
潮
市
総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

腹
①
５
月
13
日
㈬　

午
前
９
時
30
分
〜
②

５
月
27
日
㈬　

午
前
11
時
〜
③
６
月
５
日

㈮　

午
前
10
時
30
分
〜

複
①
②
市
役
所
別
館
Ｂ
会
議
室
③
市
役
所

別
館
Ａ
会
議
室

淵
教
育
に
関
す
る
大
綱
に
つ
い
て

払
10
人
（
当
日
先
着
順
）

物
総
務
人
事
課
☎
焚
２
３
０

●
第
１
回
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し

お
苑
運
営
委
員
会
の
傍
聴

腹
５
月
28
日
㈭　

午
後
１
時
30
分
〜
３
時

複
八
潮
メ
セ
ナ
会
議
室

淵
八
潮
市
高
齢
者
福
祉
施
設
や
し
お
苑
平

成
26
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

払
10
人
（
当
日
先
着
順
）

物
長
寿
介
護
課
☎
焚
４
４
７

中
小
企
業
不
況
対
策
融
資
制
度

　

不
況
時
に
お
け
る
特
別
措
置
と
し
て
、

中
小
企
業
の
方
を
対
象
に
経
営
の
安
定
の

た
め
に
必
要
な
資
金
の
融
資
の
あ
っ
せ
ん

を
行
い
ま
す
。

覆
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
▼
最
近
３

カ
月
の
月
平
均
売
上
額
が
、
昨
年
同
期
と

比
べ
て
10
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い

る
か
、
２
年
前
若
し
く
は
３
年
前
の
同
期

と
比
べ
て
10
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
減
少
し
、

か
つ
前
年
同
期
に
比
べ
て
５
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
減
少
し
て
い
る
方
▼
市
内
で
１
年
以

上
事
業
を
営
ん
で
い
る
方
▼
期
限
の
到
来

し
て
い
る
市
税
を
完
納
し
て
い
る
方
な
ど

限
度
額　

１
０
０
０
万
円
（
運
転
資
金
）

償
還
期
間　

10
年
以
内
（
据
え
置
き
１
年

以
内
含
む
）

利
率　

１
・
２
パ
ー
セ
ン
ト
（
平
成
27
年

４
月
現
在
）

信
用
保
証
料　

埼
玉
県
信
用
保
証
協
会
へ

支
払
っ
た
保
証
料
を
全
額
補
助

保
証
人　

原
則
と
し
て
個
人
は
不
要
、
法

人
は
代
表
者
の
み

担
保　

必
要
に
応
じ
て
求
め
る

仏
事
前
に
金
融
機
関
に
相
談
の
う
え
、
５

月
18
日
か
ら
平
成
28
年
１
月
29
日
ま
で
に
、

商
工
観
光
課
（
☎
焚
２
０
２
）
へ
※
予
算

枠
に
達
し
次
第
締
め
切
り

総
合
相
談

腹
５
月
15
日
㈮　

午
後
１
時
20
分
〜
４
時

※
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
の
み
電
話
予

約
制
＝
５
月
13
日
㈬　

午
前
９
時
〜

複
八
潮
メ
セ
ナ
集
会
室

淵
弁
護
士
・
税
理
士
・
行
政
相
談
委
員
・

宅
地
建
物
取
引
主
任
者
・
行
政
書
士
・
司

法
書
士
が
相
談
内
容
別
に
対
応

沸
無
料

物
広
聴
広
報
課
☎
焚
３
７
３

く
ら
し
の
相
談（
行
政
相
談
）

　

役
所
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
、「
分
か

ら
な
い
」「
説
明
に
納
得
で
き
な
い
」「
処

理
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
な

ど
の
苦
情
や
要
望
を
総
務
大
臣
か
ら
委
嘱

さ
れ
た
行
政
相
談
委
員
が
、
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。

腹
毎
月
第
２
水
曜
日　

午
後
１
時
30
分
〜

３
時
30
分
※
５
月
は
総
合
相
談
と
同
時
開

催複
市
民
相
談
室

相
談
委
員　

篠し
の

宮み
や

有ゆ

美み

さ
ん
、
木き

方ほ
う

不ふ

二じ

夫お

さ
ん

物
広
聴
広
報
課
☎
焚
３
７
３

埼
玉
県
単
独
処
理
浄
化
槽
の
雨
水

貯
留
施
設
転
用
事
業
補
助
金

　

県
に
は
、
綾
瀬
川
・
中
川
流
域
に
お
い

て
公
共
下
水
道
に
接
続
し
た
際
に
不
用
と

な
る
単
独
処
理
浄
化
槽
を
雨
水
貯
留
施
設

に
転
用
し
た
場
合
、
最
大
10
万
円
の
補
助

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
補
助
制
度
が
あ

り
ま
す
。

物
県
水
環
境
課
☎
048･

830･

３
０
８
１

埼
玉
県
文
化
振
興
基
金
助
成
事
業

覆
①
８
月
〜
11
月
に
ア
マ
チ
ュ
ア
文
化
団

体
が
実
施
す
る
文
化
活
動
（
活
動
成
果
の

発
表
な
ど
）
②
８
月
〜
11
月
に
伝
統･

郷

土
芸
能
団
体
が
実
施
す
る
伝
統
・
郷
土
芸

能
用
具
の
備
品
整
備
、
後
継
者
育
成
な
ど

③
８
月
〜
平
成
28
年
３
月
に
文
化
団
体
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
実
施
す
る
子
ど
も
を
対
象

と
し
た
文
化
芸
術
の
体
験
教
室
や
文
化
芸

術
を
担
う
若
手
人
材
の
発
掘
・
育
成
を
目

的
と
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
な
ど

助
成
額　

①
２
分
の
１
以
内
（
上
限
25
万

円
）、
②
③
対
象
経
費
の
20
万
円
以
内

仏
５
月
22
日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
所

定
の
事
業
計
画
書
（
県
文
化
振
興
課
ま
た

は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
）
を
郵
送
で

県
文
化
振
興
課 (

☎
048･

830･

２
８
８
７
、

〒
330
―
９
３
０
１
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高

砂
３
―
15
―
１
）
へ

計
量
器（
は
か
り
）の
定
期
検
査

　

取
引
や
証
明
に
使
用
し
て
い
る
計
量
器

（
は
か
り
）
は
、
計
量
法
第
19
条
の
規
定

に
よ
り
、
２
年
に
１
回
の
定
期
検
査
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
方
は
、

必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

※
検
査
に
は
手
数
料
が
か
か
り
ま
す
。

腹
５
月
28
日
㈭
・
29
日
㈮　

午
前
10
時
〜

午
後
３
時
（
正
午
〜
午
後
１
時
を
除
く)

複
市
役
所
駐
車
場
東
側

覆
市
内
の
事
業
所
な
ど
で
使
用
し
て
い
る

ひ
ょ
う
量
250
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
機
械
式

は
か
り
を
お
持
ち
の
方

物
県
計
量
検
定
所
☎
048･

652･

２
１
７
１

県
で
男
性
不
妊
治
療
費

助
成
事
業
を
開
始

　

こ
れ
ま
で
の
特
定
不
妊
治
療
に
加
え
、

平
成
27
年
４
月
か
ら
特
定
不
妊
治
療
の
一

環
と
し
て
「
男
性
不
妊
治
療
」
を
行
っ
た

場
合
、
最
大
10
万
円
を
助
成
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

物
草
加
保
健
所
☎
925
・
１
５
５
１

５
月
31
日
は
世
界
禁
煙
デ
ー

　

た
ば
こ
は
個
人
の
嗜し

好こ
う

品ひ
ん

で
す
が
、
が

ん
や
生
活
習
慣
病
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
病

気
の
危
険
因
子
で
あ
る
こ
と
が
科
学
的
に

証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
た
ば
こ
の

煙
の
害
は
、
周
り
の
方
に
も
及
び
ま
す
。

　

こ
の
機
会
に「
た
ば
こ
と
健
康
」に
つ
い

て
考
え
ま
し
ょ
う
。
禁
煙
に
関
す
る
情
報

は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

物
保
健
セ
ン
タ
ー
☎
995
・
３
３
８
１

催
し
催
し

第
１
回
公
民
館
パ
ソ
コ
ン

講
座
〜
パ
ソ
コ
ン
を
始
め

ま
し
ょ
う
〜

腹
５
月
27
日
㈬
・
29
日
㈮
、
６
月
３
日
㈬

・
５
日
㈮
・
10
日
㈬
（
全
５
回
）　

午
後

１
時
30
分
〜
３
時
30
分

複
八
幡
公
民
館
視
聴
覚
室
ほ
か　

覆
市
内
在
住
・
在
勤
で
パ
ソ
コ
ン
未
経
験

の
方

淵
起
動
か
ら
文
字
入
力
（
実
技
）
〜
パ
ソ

コ
ン
の
基
礎
を
覚
え
る
〜

講
師　

瀬せ

田た

寿と
し

男お

さ
ん
、
稲い

な

葉ば

猛た
け
しさ
ん

払
13
人
（
申
込
順
）

沸
108
円
（
テ
キ
ス
ト
代
）

仏
５
月
14
日
か
ら
、
窓
口
ま
た
は
電
話
で

八
幡
公
民
館
（
☎
995
・
６
２
１
６
、
受
付

＝
午
前
９
時
〜
午
後
５
時
）
へ

　工業の振興に向け、基金による支援を行います。

覆次のすべてに該当する方
▼市内で引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業の方
▼申込日現在、市税の滞納がない方
▼他の制度による助成を受けていない方
▼4月から平成28年2月末日までに研究事業の完了、認証取得、新製品の
開発、機械装置などの購入または修繕が見込まれる方

対象事業
●産学官共同研究事業
　市内の中小企業が新製品開発などのため、大学などと共同研究
●国際規格等認証取得事業
市内の中小企業がＩＳＯ9001・14001およびエコアクション21の認証
を新規取得
●工業新製品開発事業
　市内の中小企業が行う一定の工業新製品開発
●経営革新計画承認企業などが行う機械装置などの購入・修繕事業
　機械装置、工具器具の購入または修繕費

補 助 額
●産学官共同研究事業、ＩＳＯ認証取得事業、工業新製品開発事業
　経費のうち、2分の1に相当する額（百円未満切り捨て、限度額30万円）
●エコアクション21認証取得事業、経営革新計画承認企業などが行う機
械装置などの購入・修繕事業
経費のうち、2分の1に相当する額（百円未満切り捨て、限度額10万円）

仏5月18日から6月30日までに、商工観光課（☎焚202）へ
※予算枠に達し次第締め切り

　平成27年度分から適用される予定であった原動機
付き自転車、小型特殊自動車および二輪車の新税率
については、地方税法等の改正に伴い、平成28年度
から適用されることになりました。

市工業振興基金を活用した支援制度

区　　分 平成27年度まで 平成28年度から

原動機付き
自転車

50㏄以下 1,000円 2,000円
51㏄超～90㏄以下 1,200円 2,000円
91㏄超～125㏄以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

小型特殊自
動車

農耕作業用 1,600円 2,400円
その他 4,700円 5,900円

二輪
軽二輪（125㏄超～250㏄以下） 2,400円 3,600円
小型二輪（250㏄超） 4,000円 6,000円

物市民税課☎焚410

原動機付き自転車等の
税率について


